
道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 

第66条の16（乗車装置） 

 

－1－ 

 （乗車装置） 

第66条の16 特定小型原動機付自転車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落

又は転倒することなく安全な乗車を確保できるものとして、構造に関し告示で定める基

準に適合するものでなければならない。 

 

 


